
（別記） 

令和７（２０２５）年度富加町農業再生協議会水田収益力強化ビジョン 

 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  

 

当地域の農業は、高齢化や後継者不足等の問題が顕在化しているが、担い手を中心と

して農業者が主食用米を基幹作物として作付けしている。近年、集団から個々へと転換

への取り組みが推移する中、地域の特性を生かした地域振興作物の作付けを推進するこ

とが必要である。 

主食用米の作付けは自家消費米、縁故米が大多数を占めており、ＪＡへの出荷も行われ

ている。 

 

２ 高収益作物の導入や転換作物等の付加価値の向上等による収益力 
強化に向けた産地としての取組方針・目標 

 

（１）適地適作の推進 

当地域の平坦部は第１種農地であり、農業用パイプラインも整備されていることから、

担い手が集積して麦・大豆の二毛作体系を確立している。今後においても担い手へのさ

らなる集積を図りつつ、麦・大豆の作付けを拡大する。 

 

（２）収益性・付加価値の向上 

 当地域の主食用米の作付面積は 118.4ha(R6)と水田面積の約 56.3％にあたり、微減で

はあるが主食用米の作付面積が減少し、麦、大豆、飼料用米、加工用米、飼料作物など

への転換が進んでいる。転換が進む一方、転換作物等の共通の課題として、低コスト生

産への取り組みがある。麦大豆では、これまでのブロックローテーションによる水田高

度化の取り組みを推進しているが、さらなる団地化等の取り組みにより、麦大豆の作付

面積を拡大し、低コストを加速させる。 

 

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  

 

農業委員会と連携して不作付地（自己保全管理等）の状況や、作付品目の推移などの

把握に努める。その上で、交付対象水田から除かれる農地で畑地化の要件に沿う農地に

ついては、「水田農業高収益化推進計画」への位置付け、畑地化促進助成の活用を行う。 

また、水稲（水張り）を組み入れない作付体系が数年以上定着し、畑作物のみを生産

し続けている水田がないか点検し、状況を把握していく。今後も水田として利用可能な

土地については、担い手による計画的なブロックローテーションを推進する。 

 

 

４ 作物ごとの取組方針等  

 

（１）主食用米 

小規模な圃場が多く、生産コストは非常に高い。需給動向を勘案しつつ米作りを推進

する。 

 



（２）非主食用米 

ア 飼料用米 

需要のある飼料用米が持続的に取り組まれるためには、低コスト・省力化に取り組む

必要がある。そのため、新技術の導入を推進し、令和 8年度には 1.9ha まで作付面積を

拡大する。 

イ 加工用米 

需要のある加工用米が持続的に取り組まれるためには、低コスト・省力化に取り組む

必要がある。そのため、新技術の導入の推進や需要者との結びつきを強化しつつ複数年

契約による安定販路の確保を推進し、令和 8年度まで 2.0haの作付面積を維持する。 

 

 

（３）麦、大豆、飼料作物 

麦については、担い手を中心に適地適作や栽培技術の徹底を図ることにより、令和 8

年度には麦 28haまで作付面積を拡大する。大豆については、令和 8年度まで 6haの作付

面積を維持する。大豆二毛作（基幹作物：麦）についても、維持できるよう担い手への

集積を図りつつ、単収の向上をめざして技術定着に取り組む。 

飼料作物については、需要者の需要に見合った作付けを推進しつつ農地の利用集積に努

め、令和 8年度には 19ha まで作付面積を拡大する。また、耕畜産連携による取組を実施

し、資源循環に努める。 

 

（４）高収益作物（園芸作物等） 

きゅうり、なす、いちご、さといも、さつまいも、かぼちゃ、はくさい、ピーマン、か

ぶ、たまねぎ、ブロッコリー、ヤーコン、とうもろこし、キャベツ、なばな、アスパラ

ガス、枝豆、花き・花木を地域振興作物として作付けを推進し、町内の道の駅をはじめ

とする直売所等の活性化を図るとともに、多くの農家に水田への作付けを推進し、耕作

による農地の保全を実施する。 

 



 

 

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）

うち
二毛作

うち
二毛作

うち
二毛作

118.4 0.0 115.5 0.0 120.0 0.0

0.2 0.0 1.5 0.0 1.9 0.0

1.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0

23.3 0.0 26.0 0.0 28.0 0.0

6.7 4.3 5.6 4.1 6.0 2.5

15.9 0.0 18.5 0.0 19.0 0.0

・子実用とうもろこし

9.9 0.0 9.4 0.0 11.8 0.0

・野菜 9.1 0.0 8.6 0.0 11.0 0.0

・花き・花木 0.8 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0

・果樹

・その他の高収益作物

その他

畑地化

大豆

飼料作物

そば

なたね

地力増進作物

高収益作物

麦

作物等

前年度作付面積等
当年度の

作付予定面積等
令和８年度の

作付目標面積等

主食用米

備蓄米

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米



 

 

６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

野菜の作付面積
（令和6年度）
 
2.4ha

（令和8年度）
 
3.5ha

花き・花木の作付面積
（令和6年度）
 
0.0ha

（令和8年度）
 
0.0ha

合計
（令和6年度）
 
2.4ha

（令和8年度）
 
3.5ha

飼料用米の作付面積
（令和6年度）
 
0.2ha

（令和8年度）
 
1.9ha

加工用米の作付面積
（令和6年度）
 
1.0ha

（令和8年度）
 
2.0ha

飼料用米・加工用米
の生産費

（令和6年度）
           89,400円
/10a

（令和8年度）
           50,000円
/10a

麦の作付面積

（令和6年度）
                23.3ha

（令和8年度）
                28.0ha

麦の単収
（令和6年度）
 
160kg/10a

（令和8年度）
 
290kg/10a

大豆の作付面積

（令和6年度）
                2.6ha

（令和8年度）
                 5.0ha

大豆の単収
（令和6年度）
 
46kg/10a

（令和8年度）
              70kg/10a

4

飼料作物（イタリアンラ
イグラス、ローズグラ
ス）（基幹作）

資源循環（耕畜連
携）への助成

飼料作物の交付対象
面積 （令和6年度）

 
15.7ha

（令和8年度）
                19.0ha

飼料作物の交付対象
面積 （令和6年度）

 
13.1ha

（令和8年度）
 
16.0ha

飼料作物の単収
（生） （令和6年度）

 
6,000kg/10a

（令和8年度）
 
6,500kg/10a

2

非主食用米（飼料用米・
加工用米）（基幹作）

非主食用米の低コス
ト・省力化への助成

飼料作物への助成飼料作物（イタリアンラ
イグラス、ローズグラ
ス）（基幹作）

3

麦、大豆（基幹作、二毛
作）

麦、大豆の生産性向
上への助成

5

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1

野菜（きゅうり、なす、
いちご、さといも、さつ
まいも、かぼちゃ、はく
さい、ピーマン、かぶ、
たまねぎ、ブロッコ
リー、ヤーコン、とうも
ろこし、キャベツ、なば
な、アスパラガス、枝
豆）、花き・花木（基幹
作）

地域振興作物への助
成



 

７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：岐阜県

協議会名：富加町農業再生協議会

1 地域振興作物への助成 1 26,270

野菜（きゅうり、なす、いちご、さといも、さつ
まいも、かぼちゃ、はくさい、ピーマン、かぶ、
たまねぎ、ブロッコリー、ヤーコン、とうもろこ
し、キャベツ、なばな、アスパラガス、枝豆）、
花き・花木（基幹作）

・生産団体加入者が地域振興作物を生産し、直売所等へ出
荷・販売すること。
・野菜栽培指針に沿って栽培し、栽培記録を作成すること。

2 非主食用米の低コスト・省力化への助成 1 12,000 非主食用米（飼料用米・加工用米）（基幹作）

・県内の需要者との複数年契約（２年以上）
・共同乾燥調製施設での乾燥調製
・共同（協定）防除の実施
・フレコン又はバラ形態による出荷
・側条施肥栽培技術の導入（作業委託含む）
・直播栽培技術の導入（作業委託を含む）
・取組要件のうち、いずれか２つ以上取り組むこと

3 麦、大豆の生産性向上への助成（基幹作） 1 10,000 麦、大豆

・排水対策（明渠や弾丸暗渠の設置）
・無人航空機（無人ヘリ、ドローン）又は乗用管理機による防
除作業の実施
・小麦のタンパク含量を高める取組（穂肥を適期に施用する）
（小麦のみ）
取組要件のうち、いずれかに取り組むこと

3 麦、大豆の生産性向上への助成（二毛作） 2 36,000 大豆（二毛作のみ）

・排水対策（明渠や弾丸暗渠の設置）
・無人航空機（無人ヘリ、ドローン）又は乗用管理機による防
除作業の実施
取組要件のうち、いずれかに取り組むこと

4 資源循環（耕畜連携）への助成 3 4,000
飼料作物（イタリアンライグラス、ローズグラ
ス）（基幹作）

・当該年度における堆肥の散布であること
・散布されている堆肥が利用供給協定に基づき水田で生産
された対象作物などの供給を受ける家畜の排せつ物から生
産されたものであること

5 飼料作物への助成 1 5,000
飼料作物（イタリアンライグラス、ローズグラ
ス）（基幹作）

・排水対策の実施（明渠や弾丸暗渠の設置）
・土壌分析に基づく草地改良の実施
・生産性向上に関する、メニューを1以上取り組むこと

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）


